
毒物及び劇物取締法 参照条文

毒物劇物営業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者以外の方が特定
毒物を所持することは禁止されています。
また、これら以外の人に対して特定毒物を譲り渡してはなりません。

禁止事項（法第３条の２第６項～第１１項）

規制の概要

関連条文

法第３条の２



毒物及び劇物取締法 参照条文

法第３条の２

１～５ 略

６ 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定
毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

７ 前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者に特定毒物を譲り渡し、
又は同項に規定する者以外の者から特定毒物を譲り受けてはならない。

８ 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者
が使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り渡してはならない。

９ 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するた
め政令で特定毒物について品質、着色又は表示の基準が定められたときは、
当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定
毒物使用者に譲り渡してはならない。

１０ 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特
定毒物を所持してはならない。

１１ 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒
物を譲り受け、又は所持してはならない。


